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１ はじめに 

令和３年度から、学校現場において関係各課からの通達により、会計規則及び

各種様式等における押印見直し（押印の省略）が推し進められ、業務の効率化が

期待されました。しかし実際には、各課から各々の形で発出された通知・通達の

すべてを学校現場が十分に把握・整理できているとは言い難い状況です。そもそ

も押印省略の目的・意義は何なのか、国または地方公共団体から学校への流れも

含め整理する必要があると考えました。また、各学校において当該様式等の押印

省略の可否を確認することに時間と手間を要している現状があり、この状況を

改善したいとの思いから研究を行うことにしました。 
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２ 押印見直しに至った背景 

 

【規制改革実施計画とは】 

規制改革推進会議（内閣総理大臣の諮問機関）がとりまとめた「規制改革推進

に関する答申」（令和２年７月２日）において示された実施事項について、政府

として計画的かつ着実に実行するために、担当府省や実施時期を定めた計画と

して整理したもの。 

【令和２年度規制改革実施計画の作成目的】 

国内外の情勢変化のスピードが一層増す状況下において、経済・システムのデ

ジタル化はその流れをさらに加速している。我が国が豊かで活力ある国で在り

続けるためには、経済成長を阻害する規制・制度の見直し、成長加速型の規制・

制度への変革が求められるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 内閣府ＨＰ：規制改革実施計画 主な実施事項（内閣府規制改革推進室作成） 

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html 

令和２年（２０２０年）７月１７日『規制改革実施計画』閣議決定 
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計画では、様々な規制の見直しが定められていますが、押印見直しの目的は、

主に２つ挙げられます。 

①デジタル時代に対応するための規制見直し 

この計画では、デジタル技術やデータを戦略的に利活用し、デジタル時代に円

滑かつ迅速に対応する観点から、書面規制、押印、対面規制の見直しについて重

点的に取り組むことが明記されました。 

その中でも、これまで行政手続において広く求められてきた「押印」について

は、将来のオンライン化を前提として、本人確認のための押印については印鑑証

明を求める場合など真に必要な場合、文書の真正性担保のための押印について

は契約書等に限定すべきであり、その場合であっても、電子署名等の他の代替手

段によることを認めるべきであるとの見解が示されており、その必要性は非常

に限定的に捉えられていることが読み取れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※内閣府ＨＰ：規制改革実施計画 関連資料集（内閣府規制改革推進室作成）より抜粋 

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html 
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②新型コロナウイルス感染防止のための規制見直し 

現在、国の最大重要課題のひとつとなっている新型コロナウイルスの感染防

止の観点から、デジタル技術を用いたオンライン等の活用を進めるほか、テレ

ワークの障害になっている規制の見直しについても、事業者団体からの要望等

を踏まえ、実現できるものから順次措置することとしています。これらはデジ

タル時代における基本インフラの整備とでもいうべき分野であるため、取組を

早急に進めるとともに、行政全体における書面主義、押印、対面主義の見直しに

向けての取組についても、デジタル化の効果を最大化するための業務の再設定

を行うなど、スピード感を持って改革を進めていくことが求められている内容

になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※内閣府ＨＰ：規制改革実施計画 関連資料集（内閣府規制改革推進室作成）より抜粋 

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html 

当該計画の閣議決定により、各省庁において押印を求めている手続等に関し

て、押印を不要とするための規定等の整備が進んでいきます。 
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【目的】 

地方公共団体が押印の見直しを実施する際の参考となるよう、地方公共団体

において国の取組の考え方や基準に沿って押印の見直しに取り組む際の推進体

制、作業手順、判断基準等を示すため。 

※規制改革・行政改革担当大臣直轄チームの地方公共団体派遣職員が中心となり作成。 

※今後も、国・地方の取組やユーザーの声などを踏まえ、内容を充実・更新していく。 

【マニュアルより抜粋】 

「今般の押印の見直しは、押印をなくすこと自体が目的ではありません。行政手

続きにおける国民の負担を軽減し、国民の利便性を図ることが目的です。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※内閣府ＨＰより「地方公共団体における押印見直しマニュアル」の概要 

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/i_index.html 

 

令和２年（２０２０年）１２月 内閣府から地方公共団体へ『地方公共団体に

おける押印見直しマニュアル』を発出 
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このマニュアルでは、国の法令等において規定されている全手続（住民や事業

者から提出される申請等に押印を求めている行政手続や会計手続、人事手続等

で押印を求めている内部手続）、地方公共団体が条例等や慣行により押印を求め

ている全手続を範囲としています。 

また、押印見直しの検討結果についてもまとめられています。 

①行政手続の押印見直し 

国民や事業者等が法令に基づき国・地方公共団体等に対して行う行政手続の

中で、押印を求めている手続は、全部で 14,992手続（添付書類で押印を求める

ものを含む。）ありましたが、そのうち法令等に根拠のあるものが 8,962 手続

（59.8％）、根拠のないものが 6,030手続（40.2％）ありました。特に、告示・

省令に定める様式の中で押印を求める行政手続が 6,350 手続と最も多くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※「地方公共団体における押印見直しマニュアル」より抜粋 

 

見直しの結果、14,992手続のうち、14,909手続（99.4％）については、押印

廃止の決定、または廃止の方向で検討することとなりました。なお、認印を求め

ている行政手続について、押印を存続するものはなく、存続する 83手続は、い

ずれも印鑑証明が必要なものや、登記印・登録印となっています。 

②内部手続の押印見直し 

令和２年（２０２０年）４月１日時点で、法令等に基づく共通の内部手続であ

って押印を求めるものは 307 手続ありましたが、このうち 248 手続（80.8％）
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が、押印廃止の決定、押印を廃止する予定又は廃止する方向で検討することとな

りました（令和２年（２０２０年）１１月１６日時点）。押印を存続する 43手続

は、いずれも会計手続です。 

法令等に基づく独自の内部手続や法令等に基づかない独自の内部手続も押印

見直しが行われ、各省庁では、原則として令和２年中に押印を規定している内部

規程を改正することとなりました。 

 

 

 

 

 

※「地方公共団体における押印見直しマニュアル」より抜粋 

各手続の押印廃止の決定、押印を廃止する予定又は廃止する方向で検討する

手続数を見てみると、国がいかに大幅な見直しを行っているかがわかります。今

回の押印見直しマニュアル発出を受け、地方公共団体で整備が進んでいきまし

た。 

 

 

【目的】 

県民・事業者からの県への申請等の際に押印を求めていた各種の手続きにつ

いて見直しを行い、県民・事業者の利便性向上を図るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県『熊本県規則で定める様式による書面への押印の特例に関する規則』

（令和３年（２０２１年）４月１日施行）を公布 
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※令和３年（２０２１年）３月３１日熊本県公報（号外第１９号）より抜粋 

この規則では、既存の規則に規定する様式のうち、一部の様式については、既

存の規則の規定にかかわらず、当該様式による書面に押印することを要しない

こととしています。また、当時の県公報には、規則と併せて訓令・告示も掲載さ

れています。（以下参照） 

これにより、本県各課での押印見直しに係る整備が行われることになりまし

た。 

（訓令及び告示内容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和３年（２０２１年）３月３１日熊本県公報（号外第１９号）より抜粋 
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３ 各課通知まとめ 

番号 主管課 
通知番号 

通知日 
件名 関係様式 概要 

1 人事課 人第 560号 

R3.3.31 

「熊本県特別職非常勤職員任用等取扱要

綱」の一部改正について（通知） 

・通勤届及び通勤費用決定簿 通勤届及び通勤費用決定簿

中「印」を削る。 

2 人事課 人第 561号 

R3.3.31 

「退職手当の請求手続きについて」の一部

改正について（通知） 

・別記第１号様式「退職手当報告書（１）」 

・別記第２号様式「退職手当報告書（２）」 

・別記第４号様式「退職手当を受けようとする者の

生計関係申立書」 

様式中「記名押印」を「記名

に改める」、「印」を削る、「記

名押印」を「自署または記名

押印」に改める。 

3 人事課 人第 562号 

R3.3.31 

「特別急行列車等利用に係る通勤手当の

認定について」の一部改正について（通知） 

・様式１「特別急行列車利用に係る通勤手当調書」 

・様式２「高速自動車国道等利用に係る通勤手当調

書」 

様式１及び様式２中「印」を

削る。 

4 人事課 人第 563号 

R3.3.31 

「熊本県職員等の外国旅行の旅費等に関

する取扱要領」の一部改正について（通知） 

 

・別記様式 様式中「（旅行者）職・氏名、

印」を「（旅行者）職・氏名」

に改める。 

5 人事課 人第 564号 

R3.3.31 

「旅行諸費加算の運用方針について」の一

部改正について（通知） 

・別記様式「旅行諸費加算調書」 様式中「印」を削る。 

6 人事課 人第 565号 

R3.3.31 

「旅行命令手続等について」の一部改正に

ついて（通知） 

 

・旅行完了報告書 別紙中「印」を削る。 
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番号 主管課 
通知番号 

通知日 
件名 関係様式 概要 

7 学校人事課 事務連絡 

R3.3.30 

押印を求める手続の見直しのための関係

要項等の一部の改正について（通知） 

・様式第１号「職場復帰訓練実施願」 

・様式第２号「診断書」 

・様式第３号「意見書」 

・様式第４号「職場復帰訓練実施願の提出について

（副申）」 

・様式第５号「職場復帰訓練実施願結果通知書」 

・様式第６号「職場復帰訓練実施計画書」 

・様式第７号「職場復帰訓練日誌」 

・様式第８号「職場復帰訓練に係る変更届」 

・様式第９号「職場復帰訓練に係る中止届」 

・様式第 10号「職場復帰訓練実施報告書」 

教職員等職場復帰訓練要項

等に定める様式内の認印等

の廃止 

8 学校人事課 教人第 1810号 

R3.3.31 

学校人事課所管要項・要領等の押印等見直

しに伴う改正について（通知） 

★別紙一覧参照  

9 学校人事課 教人第 1860号 

R4.3.11 

人事委員会規則等の制定について（通知） ・別記第１号様式「勤務実績報告書」 

・別記第１号様式の２「勤務実績報告書（60 時間

超）」 

・別紙様式第 1「処分説明書」 

・熊本県職員等の給与簿取

扱規程の一部改正 

・「期末手当及び勤勉手当

の支給について」の一部改

正 

10 教育政策課 教政第 205号 

R3.5.13 

熊本県教育委員会の公文書における公印

の押印について 

★別紙一覧参照  
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番号 主管課 
通知番号 

通知日 
件名 関係様式 概要 

11 高校教育課 事務連絡 

R3.3.18 

押印を求める手続きのための関係規則の

一部を改正する規則について 

・第３号様式「宣誓書」 熊本県立高等学校学則第 14

条における様式の押印不要 

12 高校教育課 教高第 1575号 

R3.3.25 

熊本県奨学のための給付金交付要領の改

正等について（通知） 

・別記第１号様式「熊本県奨学のための給付金交付

申請書」 

・別記第４号様式「委任状」 

・別記第６号様式「扶養誓約書」 

申請書等の押印廃止 

13 施設課 教施第 522号 

R3.3.31 

教育委員会の行政手続等における押印見

直し等に係る教育財産使用許可事務処理

要領の改正について 

・別記様式１「熊本県立学校管理規則第 25 条ただ

し書きに該当する使用許可について（協議）」 

・別記様式２「熊本県立学校管理規則第 25 条但し

書きに該当する使用許可について」 

・別記様式３－１「教育財産使用許可・変更申請書」 

・別記様式３－２「使用許可申請誓約書」 

・様式４ ※教育財産使用に対する許可通知 

・様式５ ※教育財産使用許可の変更通知 

・教育財産使用許可事務処

理要領の改正 

・要領改正に伴う電柱類及

び埋設物の期間及び様式の

一部見直し 

14 施設課 事務連絡 

R4.4.8 

消防法令に基づく各届出様式の押印の廃

止について（通知） 

★別紙一覧参照 各様式における届出者など

の押印不要 

15 学校安全・

安心推進課 

事務連絡 

R4.3.9 

独立行政法人日本スポーツ振興センター

災害共済給付制度に係る災害共済給付金

の受領方法の申出書について 

・災害共済給付金の受領方法の申出書 ・保護者記名欄の押印不要 

・所属欄の住所欄削除及び

押印不要 
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番号 主管課 
通知番号 

通知日 
件名 関係様式 概要 

16 管理調達課 管調 364号 

R3.3.30 

物品管理事務の手続きに係る書類への押

印等の見直しについて（通知） 

★別紙一覧参照  

17 管理調達課 管調 365号 

R3.3.30 

熊本県物品取扱規則の運用について（通

達）の一部改正について（通達） 

 ・郵便切手類出納簿を準用し

た受払補助簿に出納員が日常

の払出しの整理状況を確認す

る際の押印の廃止（第14条

（消耗品等の払出し）関係） 

・関係帳簿への登記を省略し

た場合の納品書等への物品管

理事務担当者の押印の廃止（第

27条（帳簿に登記を要しない物

品）関係） 

18 管理調達課 管調 369号 

R3.3.31 

入札関係様式（業務委託）の一部改正につ

いて（通知） 

・競争入札参加資格確認申請書 

・競争入札参加資格確認結果通知書 

・（紙入札）入札書 

・（紙入札）再入札書 

・（紙入札）委任状 

・契約保証金免除申請書 

・履行証明願（書） 

・入札金額錯誤届 

押印見直しに伴う各種様式

の一部改正 
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番号 主管課 
通知番号 

通知日 
件名 関係様式 概要 

19 管理調達課 管調 370号 

R3.3.31 

物品調達及び業務委託等に係る一般競争

入札事務処理要領の一部改正について（通

知） 

・別記第１号様式「競争入札参加資格確認申請書」 

・別記第２号様式「競争入札参加資格確認結果通知

書」 

・別記第３号様式「一般競争入札実施概要書」 

 

別記第１号様式「印」を削る 

20 管理調達課 管調 371号 

R3.3.31 

熊本県電子入札（物品調達・業務委託等）

運用基準の一部改正について（通知） 

・様式第１号「熊本県電子入札システム利用届」 

・様式第２号「熊本県電子入札システム IC カード

登録状況報告書」 

・様式第３号「熊本県電子入札システム紙入札移行

承認願」 

・様式第４号「熊本県電子入札システムパスワード

等再設定申請書」 

 

様式第１号～４号「印」を削

る 

21 会計課 会第 614号 

R3.3.8 

会計手続に係る書類への押印等の見直し

について（通知） 

★別紙一覧参照  

22 会計課 会第 651号 

R3.3.18 

総合財務会計システムにおける「あて名及

び代金の受領方法の申出書」の取扱いにつ

いて 

 

・あて名及び代金の受領法の申出書 申出者の押印は不要 
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番号 主管課 
通知番号 

通知日 
件名 関係様式 概要 

23 会計課 会第 675号 

R3.3.26 

熊本県会計規則に規定する帳簿及び書類

の様式を定める訓令の一部改正について

（通知） 

・別記第１号様式「引継書」 

・別記第２号様式「事務引継報告書」 

・別記第 10号様式「証券支払拒絶通知書」 

・別記第 15号様式「委託徴収（収納）計算書」 

・別記第 21号様式「資金前渡精算書」 

・別記第 29号様式「送金通知書債発行願」 

・別記第 30号様式「支出委託金精算書」 

・別記第 32号様式「小切手用紙整理簿」 

・別記第 33号様式その１「検査調書」 

・別記第 33号様式その２「検査調書」 

・別記第 34号様式「保管有価証券納付書」 

・別記第 35号様式「有価証券保管証書」 

・別記第 36号様式「保管有価証券還付請求書」 

別記第１号・２号・10号・

15号・21号・29号・30号・

32号・33号その１その２・

34号・35号・36号の「印」

を削るまたは自署する場合

は押印省略へ変更 

24 会計課 会第 676号 

R3.3.26 

熊本県会計規則の運用について（通達）の

一部改正について（通知） 

・様式第１号「精算報告書」 

・様式第２号「預り書」 

・様式第３号「収入支出計算書」 

・様式第４号「配置場所毎整理表」 

・様式第５号その１「現金／歳入歳出外現金出納計

算書」 
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番号 主管課 
通知番号 

通知日 
件名 関係様式 概要 

    ・様式第５号その２「備品出納計算書」 

・様式第６号その１「保管有価証券現在高調書」 

・様式第６号その２「物品現在高調書」 

 

25 会計課 会第 681号 

R3.3.26 

不適正経理再発防止策の検証後の物品調

達等における適正な経理処理（検査員の押

印）の一部改正について（通知） 

 物品調達等に係る検査調書

並びに検査証明への検査員

の押印省略可能へ変更 

26 会計課 会第 688号 

R3.3.29 

会計手続に係る書類への押印等の見直し

に伴う関係規則等の一部改正について（通

知） 

★別紙一覧参照 R3.3.8付け会第 614号の一

部変更 

27 会計課  出納局だより  「会計手続に係る書類への

押印等の取扱い見直し」に

ついての内容掲載あり 
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（別紙）教人第 1810号より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙一覧 
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（別紙）教政第 205号より 
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（別紙）施設課・事務連絡より 
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（別紙）管調第 364号より 
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（別紙）会第 614号より 
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（別紙）会第 688号より 
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４ 検索システムについて 

各課から送付された通知・通達をもとに事務手続きを行っていく中で、公文

書の検索及び確認をする時間がない、確認作業に煩雑さを感じる、というのが

現状です。今回収集した通知・通達データを業務改善につなげることはできな

いかと考え、宇城・上益城地区では、エクセルを使用した押印省略に関する通

知等検索システムを作成することにしました。 

 

【検索画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【データ一覧】 
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このシステムでは、検索画面において担当課やキーワード、様式名を入力す

ることで関連情報の検索ができます。 

 

 

 

使用例 育児休業関係手続きに関する押印の取扱いについて確認したい場合 

１【検索画面】で検索内容を入力する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２【データ一覧】において、関連データが表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

データ一覧には担当課や規定、見直しの内容等の欄を設け、少しでも確認時

間の短縮につながるようにしています。現在は試作段階のため、今後更新作業

を進めていく予定です。 

 

※今回は「キーワード」検索を使用 

※入力後、検索ボタン

をクリックする。 

使用イメージ 

※「育児休業」に関する情報が抽出 
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５ 最後に 

国が目指すデジタル時代では、国と地方公共団体が二人三脚で取組を進める

ことによって、大きな効果が期待されています。そのような中、私たちは県立学

校の事務手続きをベースに日頃の業務を行っています。国・地方公共団体での仕

組みや、法律・規則等にも違いはありますが、『押印の見直し』ひとつをとって

も、事務手続きの大幅な改善となっていることは確かです。今回の見直しをきっ

かけに、県立学校での業務をスマート化することで、仕事をしている私たちだけ

のためではなく、生徒や保護者、職員、さらに言えば県民の方々へ向けた行政サ

ービスの向上に繋げていけるのではないかと感じました。 

宇城・上益城地区の研究では、利便性の追求という観点から、現状として使い

づらい点や、困惑している点を中心に整理しました。すべてを網羅できているわ

けではありませんが、今後改正が行われていく場合でも対応できるように、そし

て、今回の資料・データを各学校でも追記、修正等行いながら活用できるように、

検索システムの作成を今後も進めていく予定です。この研究がほんの少しでも

事務処理の改善につながり、業務をスムーズに実行していくきっかけになれば

と思います。 

 

 

熊本県公立学校事務職員協会 

 宇城・上益城地区研究グループ 

 

 熊本県立御船高等学校       主任事務職員 冨永 裕士 

 熊本県立甲佐高等学校       主任事務職員 白柿 郁実 

 熊本県立宇土高等学校・宇土中学校 事務主査   園田 桂一郎 

 熊本県立松橋高等学校       主任事務職員 髙野 美江 

熊本県立小川工業高等学校     事務主査   木村 彰子 

                  主任事務職員 森本 健介 

熊本県立矢部高等学校       主任事務職員 藤本 清太 

                  主任事務職員 千綿 小晴 

熊本県立松橋西支援学校      事務職員   鶴長 麻美 

熊本県立松橋支援学校       事務職員   江藤 朱里 

熊本県立松橋東支援学校      主任事務職員 田村 奈美 
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